
※

※ 資金を組み合わせて貸付を受ける場合の限度額は500万円以内となります。
※ 貸付には中国労働金庫三原支店の金融上の審査があります。

※ 貸付利率は、保証料込みの表示となっています。

三  原  市  労　働　者　金　融　対　策　資　金　貸　付  制  度  の  ご  案  内

令和8年度　三原市労働者金融対策資金貸付資制度一覧

令和8年4月現在

労働者金融対策資金貸付制度の内容については、中国労働金庫三原支店【０８４８（６２）４１２８】へお問い合わせください。

  三原市では、市内に居住する又は勤務する勤労者に対し、長期低利の貸付資金を供給することにより、その生活の安定と向上に資することを目的として、中
国労働金庫三原支店と提携し、次のような貸付制度を行っています。多数、ご利用ください。
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労働者金融対
策資金貸付

１　市内に勤務又は居住する勤労者

２　労働者金融対策資金貸付制度に
よる債務を負担していない者
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据置あり）
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率

(
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常時
中国労働金庫

三原支店


